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株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 

 

当社は、当社の株主 (以下「提案株主」といいます。)より、2026年６月26日開催予定の当社第

14回定時株主総会における議案について株主提案(以下「本株主提案」といいます。)を行う旨の書

面(以下「本株主提案書」といいます。)を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、

本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

記 

１． 提案株主 

⚫ 有限会社啓尚企画(代表取締役 小倉卓也） 

⚫ 山本純也 

    

２． 本株主提案の内容 

（１） 取締役牛嶋英揚の解任 

 

（２） 提案の理由等 

本提案書を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。 

 

３． 本株主提案に対する当社取締役会の意見 

（１） 取締役牛嶋英揚の解任 

① 当社取締役会の意見 

当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 

② 反対の理由 

I. 取締役としての適格性について 

取締役牛嶋英揚は就任以来、長年培った専門知識と豊富な経験を活かし、経営の

重要事項の判断や業務執行の監督において重要な役割を果たしております。また、

外部の独立した社外取締役のみで構成される指名・報酬諮問委員会において、同氏

の経営能力や日々の貢献度は客観的に評価されており、本定時株主総会の第１号議

案として再任をご提案しているとおり、当社取締役会は同氏が取締役として適任で

あると判断しております。 

II. 経営責任の受け止めと企業価値向上への取り組み 

当社は現在、将来の成長を見据えた中長期的な収益基盤の強化に取り組んでお

ります。事業の選択と集中を図る過程で実施した施策が一時的に収益へ影響を及

ぼした側面はございますが、その成果として今期の業績は黒字に転じております。 

また、一連の業績動向については重く受け止めており、経営責任を明確にするた

め、牛嶋英揚を含む代表取締役２名の報酬減額を 2025 年 7 月から 1 年間実施す

るなど、企業価値向上と収益力の最大化に全力を注いでおります。 

III. 会社経営の継続性と安定的な継承 

現在当社は、前代表取締役社長本多弘明が退任し、代表取締役牛嶋英揚が社長

として次世代へと経営をつなげるための重要な引き継ぎ期間にあります。新たな経

営体制への移行には組織の安定が不可欠であり、組織の求心力を維持し、次世代へ



の経営権の移転を円滑に進めるため、現経営体制は現時点で欠かすことのできな

い要です。このタイミングでの代表取締役牛嶋英揚の取締役からの突然の解任は、

経営上の空白を生み出し、意思決定や事業運営に深刻な混乱を招くリスクがありま

す。加えて、当社は持続的な企業価値向上に向けて、マネジメントの継承及び次世代

経営人材の育成を重要な経営課題と位置付け、計画的に取り組んでおります。経営

体制の刷新は一時的・断続的に行うものではなく、継続性と計画性をもって進める

べきものであり、現体制の下で着実に基盤整備が進んでいると認識しております。 

IV. 2026 年 4 月 23 日付「株主提案書」について 

提案株主より提出された 2026 年 4 月 23 日付「株主提案書」に記載された提

案理由はいずれも失当であり、提案株主の提案は根拠を欠きます。 

すなわち、経営成績に対する責任や長年の代表取締役在任の弊害を問う提案理

由（１、３、４、７）については前述 2.及び 3.のとおり、当社として経営責任を受け止

め、会社経営の継続性と安定的な継承も視野に入れながら、企業価値向上に取り組

んでおります。 

他の提案理由についても、「2．前期黒字事業の廃止に関する判断の妥当性」につ

いては、当該セグメントは継続的な赤字に対応するため規模を縮小したものであり、

重要性の観点からその廃止について必要充分な説明はなされており、提案株主の

指摘は該当しません。また、「5．地熱発電事業における計画判断の失敗」については、

まだ当該事業は開発途上にあり評価を行う段階には無いことや、運転開始見込が

当初計画から遅れている点についても提案株主の主張する事項以外に様々な要

因・要素が存在することから、経営判断上の失敗との指摘は該当しません。さらに、

「6.新しい執行役員様選任への懸念」については、提案株主の主張するところは当

社の実情には当てはまらず、人材選任能力および監督機能の不全との指摘は該当

しません。 

従いまして、提案株主の提案理由はいずれも妥当性を欠き、牛嶋英揚を解任する

理由となりません。 

V. 結論 

以上のとおり、取締役牛嶋英揚の解任は、当社の持続的な成長や株主の皆様の共

同の利益を損なうものであり、企業価値の向上に資するものではありません。 

以上の理由から、当社取締役会は本議案に反対いたします。 

 

 

以上 










